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○
国
土
交
通
省
令
第　
　
　

号 
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年　
　

月　
　
　

日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
技
能
証
明
の
申
請
） 

（
技
能
証
明
の
申
請
） 

第
四
十
二
条　

法
第
二
十
二
条
の
技
能
証
明
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
十
七

第
四
十
二
条　

法
第
二
十
二
条
の
技
能
証
明
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
十
七

条
の
規
定
に
よ
り
申
請
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
能
証
明
申

条
の
規
定
に
よ
り
申
請
す
る
者
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
「
技
能
証
明
申
請
者

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
技
能
証
明
申
請
書
（
第
十
九
号
様
式
（
全
部
の
科
目
に

」
と
い
う
。
）
は
、
技
能
証
明
申
請
書
（
第
十
九
号
様
式
（
全
部
の
科
目
に
係
る

係
る
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
学
科
試
験
全
科
目
免
除

学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
学
科
試
験
全
科
目
免
除
申
請

申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
号
の
二
様
式
）
）
を
国
土
交
通
大

者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
号
の
二
様
式
）
）
を
国
土
交
通
大
臣
に

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

い
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
一
部
の
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う

二　

第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
全
部
又
は
一
部
の
科
目

と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
七
条
の
文
書
の
写
し 

に
係
る
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
七
条

 

の
文
書
の
写
し 

三
・
四　

（
略
）

三
・
四　

（
略
）

３　

（
略
）

３　

（
略
）

４　

技
能
証
明
申
請
者
（
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
学
科
試
験
全
科
目
免
除
申

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
証
明
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
係
る
学
科

請
者
に
限
る
。
）
は
、
戸
籍
抄
本
若
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
又
は
本
籍
の

試
験
の
合
格
に
つ
い
て
第
四
十
七
条
の
通
知
が
あ
つ
た
日
（
学
科
試
験
全
科
目
免

記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
、
氏
名
、
出
生
の
年

除
申
請
者
に
あ
つ
て
は
、
技
能
証
明
申
請
書
提
出
の
日
）
か
ら
二
年
以
内
に
戸
籍

月
日
及
び
性
別
を
証
す
る
本
国
領
事
官
の
証
明
書
（
本
国
領
事
官
の
証
明
書
を
提

抄
本
若
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

出
で
き
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
権
限
あ
る
機
関
が
発
行
す
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
証

（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
、
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
性
別
を
証
す
る
本

明
す
る
書
類
）
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
飛
行
経
歴
そ
の
他
の

国
領
事
官
の
証
明
書
（
本
国
領
事
官
の
証
明
書
を
提
出
で
き
な
い
者
に
あ
つ
て
は

経
歴
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

、
権
限
あ
る
機
関
が
発
行
す
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
証
明
す
る
書
類
）
。
以
下
同
じ

ら
な
い
。

。
）
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
を
有
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

（
略
） 

５　

（
略
） 

 
 

（
学
科
試
験
の
有
効
期
間
） 

（
試
験
の
免
除
） 
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第
四
十
八
条　

学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
そ
の
合
格
し
た
学
科
試
験
に
係
る
前

第
四
十
八
条　

学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
が
、
当
該
合
格
に
係
る
資
格
と
同
じ
資
格

条
の
通
知
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
年
（
当
該
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず

の
技
能
証
明
を
同
じ
種
類
の
航
空
機
（
航
空
工
場
整
備
士
の
資
格
に
あ
つ
て
は
、

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
五
年
）
以
内
の
期
間
に
限
り
、
実
地
試
験
を
受
け
る

同
じ
種
類
の
業
務
）
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合
又
は
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
航

こ
と
が
で
き
る
。 

空
英
語
能
力
証
明
、
計
器
飛
行
証
明
若
し
く
は
操
縦
教
育
証
明
を
申
請
す
る
場
合

一　

飛
行
機
に
つ
い
て
一
等
航
空
整
備
士
又
は
一
等
航
空
運
航
整
備
士
の
資
格
に

は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
合
格
に
係
る
前
条
の
通
知
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
年
以
内

係
る
技
能
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
附
属
書
第
一
に
規
定
す
る
耐
空
類

に
行
わ
れ
る
学
科
試
験
を
免
除
す
る
。 

別
が
飛
行
機
普
通
Ｎ
で
あ
る
飛
行
機
で
あ
つ
て
最
大
離
陸
重
量
が
五
千
七
百
キ

 

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
特
定
飛
行
機
普
通
Ｎ
」
と
い
う
。
）
又
は

 

当
該
耐
空
類
別
が
飛
行
機
輸
送
Ｔ
で
あ
る
飛
行
機
に
つ
い
て
、
六
月
以
上
の
整

 

備
の
経
験
（
実
地
試
験
申
請
書
（
第
十
九
号
の
二
様
式
）
提
出
の
日
前
一
年
以

 

内
の
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合 

 

二　

回
転
翼
航
空
機
に
つ
い
て
一
等
航
空
整
備
士
又
は
一
等
航
空
運
航
整
備
士
の

 

資
格
に
係
る
技
能
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
附
属
書
第
一
に
規
定
す
る

 

耐
空
類
別
が
回
転
翼
航
空
機
輸
送
Ｔ
Ａ
級
又
は
回
転
翼
航
空
機
輸
送
Ｔ
Ｂ
級
で

 

あ
る
回
転
翼
航
空
機
に
つ
い
て
、
六
月
以
上
の
整
備
の
経
験
を
有
す
る
場
合 

 

三　

二
等
航
空
整
備
士
又
は
二
等
航
空
運
航
整
備
士
の
資
格
に
係
る
技
能
証
明
を

 

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
技
能
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
航
空
機
に
つ

 

い
て
、
六
月
以
上
の
整
備
の
経
験
を
有
す
る
場
合 

 

四　

航
空
工
場
整
備
士
の
資
格
に
係
る
技
能
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
技

 

能
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類
に
つ
い
て
、
六
月
以
上
の
整
備
及
び

 

改
造
の
経
験
（
実
地
試
験
申
請
書
（
第
十
九
号
の
二
様
式
）
提
出
の
日
前
一
年

 

以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
場
合

（
試
験
の
免
除
） 

 

第
四
十
八
条
の
二　

学
科
試
験
の
全
部
の
科
目
に
つ
い
て
試
験
を
受
け
、
そ
の
一
部

第
四
十
八
条
の
二　

学
科
試
験
の
全
部
の
科
目
に
つ
い
て
試
験
を
受
け
、
そ
の
一
部

の
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
が
、
再
び
当
該
学
科
試
験
に
係
る
資
格
と
同

の
科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
が
、
当
該
学
科
試
験
に
係
る
資
格
と
同
じ
資

じ
資
格
に
つ
い
て
の
技
能
証
明
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
学

格
に
つ
い
て
の
技
能
証
明
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
学
科
試

科
試
験
に
係
る
第
四
十
七
条
の
通
知
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
行
わ
れ
る
学

験
に
係
る
第
四
十
七
条
の
通
知
を
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
行
わ
れ
る
学
科
試
験

科
試
験
に
限
り
、
当
該
全
部
の
科
目
に
係
る
学
科
試
験
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
学

に
限
り
、
当
該
全
部
の
科
目
に
係
る
学
科
試
験
及
び
当
該
全
部
の
科
目
に
係
る
学

科
試
験
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
学
科
試
験
に
お
い
て
合
格
点
を
得
た
科
目
の
試
験

科
試
験
の
後
当
該
申
請
に
係
る
学
科
試
験
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
学
科
試
験
に
お
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を
免
除
す
る
。

い
て
合
格
点
を
得
た
科
目
に
係
る
学
科
試
験
を
免
除
す
る
。

第
五
十
条
の
二　

（
略
） 

第
五
十
条
の
二　

（
略
） 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
航
空
従
事

３　

法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
航
空
従
事

者
の
養
成
施
設
（
以
下
「
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
の
課
程
を

者
の
養
成
施
設
（
以
下
「
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
の
課
程
を

修
了
し
た
者
に
対
す
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
告

修
了
し
た
者
に
対
す
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
実
地
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
。
た
だ

示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
実
地
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
課
程
を
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

し
、
当
該
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
課
程
を
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
（
次
条
第
三
項
第
二
号
の
整
備
の
基
本
技
術
の
科
目
に
係
る
課
程
に
つ
い
て
は

年
（
次
条
第
三
項
第
二
号
の
整
備
の
基
本
技
術
の
科
目
に
係
る
課
程
に
つ
い
て
は

、
五
年
）
を
経
過
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

、
二
年
）
を
経
過
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４
～
７　

（
略
）

４
～
７　

（
略
）

（
航
空
従
事
者
の
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
） 

（
航
空
従
事
者
の
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
） 

第
五
十
条
の
三　

（
略
） 

第
五
十
条
の
三　

（
略
） 

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
教
育
規
程
及
び
教
育
実
績
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
教
育
規
程
二
部
及
び
教
育
実
績
を
記
載
し
た
書
類
を
添

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　

（
略
）

３　

（
略
）

（
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
課
程
に
つ
い
て
の
限
定
の
変
更
） 

（
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
課
程
に
つ
い
て
の
限
定
の
変
更
） 

第
五
十
条
の
九　

指
定
を
受
け
た
者
が
当
該
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
課
程
に

第
五
十
条
の
九　

指
定
を
受
け
た
者
が
当
該
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
課
程
に

つ
い
て
の
限
定
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更

つ
い
て
の
限
定
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更

し
よ
う
と
す
る
教
育
規
程
及
び
教
育
実
績
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
た
限
定
変
更

し
よ
う
と
す
る
教
育
規
程
二
部
及
び
教
育
実
績
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
た
限
定

申
請
書
（
第
十
九
号
の
六
様
式
）
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受

変
更
申
請
書
（
第
十
九
号
の
六
様
式
）
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

（
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
教
育
規
程
の
変
更
） 

（
指
定
航
空
従
事
者
養
成
施
設
の
教
育
規
程
の
変
更
） 

第
五
十
条
の
十　

指
定
を
受
け
た
者
が
第
五
十
条
の
三
第
三
項
第
七
号
又
は
第
八
号

第
五
十
条
の
十　

指
定
を
受
け
た
者
が
第
五
十
条
の
三
第
三
項
第
七
号
又
は
第
八
号

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
教
育
規
程
（
変
更
に
係
る
部
分

に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
教
育
規
程
（
変
更
に
係
る
部
分
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に
限
る
。
）
及
び
教
育
規
程
変
更
申
請
書
（
第
十
九
号
の
八
様
式
）
を
国
土
交
通

に
限
る
。
）
二
部
及
び
教
育
規
程
変
更
申
請
書
（
第
十
九
号
の
八
様
式
）
を
国
土

大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変

交
通
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微

更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

（
二
等
航
空
整
備
士
及
び
二
等
航
空
運
航
整
備
士
が
整
備
後
の
確
認
を
す
る
こ
と

（
二
等
航
空
整
備
士
及
び
二
等
航
空
運
航
整
備
士
が
整
備
後
の
確
認
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
用
途
の
航
空
機
） 

が
で
き
な
い
用
途
の
航
空
機
） 

第
五
十
六
条
の
二　

法
別
表
二
等
航
空
整
備
士
の
項
及
び
二
等
航
空
運
航
整
備
士
の

第
五
十
六
条
の
二　

法
別
表
二
等
航
空
整
備
士
の
項
及
び
二
等
航
空
運
航
整
備
士
の

項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
用
途
の
航
空
機
は
、
特
定
飛
行
機
普
通
Ｎ
並
び
に

項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
用
途
の
航
空
機
は
、
附
属
書
第
一
に
規
定
す
る
耐

附
属
書
第
一
に
規
定
す
る
耐
空
類
別
が
飛
行
機
輸
送
Ｔ
、
回
転
翼
航
空
機
輸
送
Ｔ

空
類
別
が
飛
行
機
普
通
Ｎ
で
あ
る
飛
行
機
で
あ
つ
て
最
大
離
陸
重
量
が
五
千
七
百

Ａ
級
及
び
回
転
翼
航
空
機
輸
送
Ｔ
Ｂ
級
で
あ
る
航
空
機
と
す
る
。

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
（
別
表
第
二
及
び
附
属
書
第
一
に
お
い
て
「
特
定
飛

行
機
普
通
Ｎ
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
耐
空
類
別
が
飛
行
機
輸
送
Ｔ
、
回
転
翼

航
空
機
輸
送
Ｔ
Ａ
級
及
び
回
転
翼
航
空
機
輸
送
Ｔ
Ｂ
級
で
あ
る
航
空
機
と
す
る
。

（
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
の
申
請
） 

（
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
の
申
請
） 

第
五
十
七
条　

（
略
） 

第
五
十
七
条　

（
略
） 

２　

第
四
十
二
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前

２　

第
四
十
二
条
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前

項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
写
真

項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
写
真

一
葉
及
び
第
四
十
七
条
の
文
書
の
写
し
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
の
文
書
の

一
葉
及
び
第
四
十
七
条
の
文
書
の
写
し
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
の
文
書
の

写
し
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
技
能
証
明
申
請
者
（
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
又

写
し
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
技
能
証
明
を
申
請
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
技
能

は
学
科
試
験
全
科
目
免
除
申
請
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
技
能
証
明
の
限

証
明
の
限
定
の
変
更
を
申
請
す
る
者
（
現
に
有
す
る
技
能
証
明
を
受
け
る
の
に
必

定
の
変
更
を
申
請
す
る
者
（
現
に
有
す
る
技
能
証
明
を
受
け
る
の
に
必
要
な
飛
行

要
な
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
と
同
一
で
な
い
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
が
必
要

経
歴
そ
の
他
の
経
歴
と
同
一
で
な
い
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
が
必
要
と
さ
れ
て

と
さ
れ
て
い
る
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
」
と
、
「

い
る
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
を
申
請
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
科
試
験
に
合
格
し

戸
籍
抄
本
若
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の

た
も
の
又
は
学
科
試
験
全
科
目
免
除
申
請
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「

写
し
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
、
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
性
別
を
証
す

戸
籍
抄
本
若
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の

る
本
国
領
事
官
の
証
明
書
（
本
国
領
事
官
の
証
明
書
を
提
出
で
き
な
い
者
に
あ
つ

写
し
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
、
氏
名
、
出
生
の
年
月
日
及
び
性
別
を
証
す

て
は
、
権
限
あ
る
機
関
が
発
行
す
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
証
明
す
る
書
類
）
。
以
下

る
本
国
領
事
官
の
証
明
書
（
本
国
領
事
官
の
証
明
書
を
提
出
で
き
な
い
者
に
あ
つ

同
じ
。
）
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
」
と
あ
る
の
は
「

て
は
、
権
限
あ
る
機
関
が
発
行
す
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
証
明
す
る
書
類
）
。
以
下

別
表
第
二
に
掲
げ
る
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

同
じ
。
）
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
」
と
あ
る
の
は
「
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別
表
第
二
に
掲
げ
る
飛
行
経
歴
そ
の
他
の
経
歴
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

（
航
空
英
語
能
力
証
明
の
申
請
） 

（
航
空
英
語
能
力
証
明
の
申
請
） 

第
六
十
三
条　

（
略
） 

第
六
十
三
条　

（
略
） 

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

い
。 

（
削
る
） 

一　

第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ

 

つ
て
は
、
第
四
十
七
条
の
文
書
の
写
し 

一
・
二　

（
略
） 

二
・
三　

（
略
） 

３　

（
略
）

３　

（
略
）
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附　

則 
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


